
規則第101号様式の15 その二（構造変更用） 

  

受 付 印 

 

 ８年４月１０日
  

（
納
税
義
務
者
） 

申 

請 

者 

住 所 又 は 

所 在 地 

〒２６０－００２５ 
 
千葉市中央区問屋町１－１１ 

  千葉県自動車税事務所長 様 

ふりがな しゃかいふくしほうじん□□□かい りじちょう ちば たろう 

氏名又は名称 

及び代表者氏名 

社会福祉法人 □□□会 
理事長  千葉 太郎 

電 話   ０４３ （  ２４３  ） ００００ 

自動車税減免申請書 
下記の自動車について自動車税の環境性能割及び種別割の減免を受けたいので、次のとおり申請します。 

自 

動 

車 

の 

表 

示 

自動車登録番号 千葉 8 0 0  ✗ ✗ ✗ ✗ 
登 録 

年 月 日 
令和８年 ４月１０日 

種 別 小 型 用 途 特 種 

車 体 の 形 状 車いす移動車 車 名 ○ ○ ○ 

型 式 ＤＢＡ－✗✗✗✗✗ 
乗車定員又は 

最 大 積 載 量 

人  

ｋｇ 

総排気量又は 

定 格 出 力 

Ｌ  

  ＫＷ  
車 台 番 号 ＢＺ✗✗－✗✗✗✗✗ 

所

有

者 

住 所 又 は 

所 在 地 
千葉市中央区問屋町１－１１ 

氏 名 又 は 
名 称 社会福祉法人 □□□会 

使

用

者 

住 所 又 は 

所 在 地 
所有者に同じ 

氏 名 又 は 
名 称 所有者に同じ 

使用の本拠の位置 千葉市中央区問屋町１－１１ 

減 免 を 受 け よ う と す る 
自 動 車 税 

年 度 ８  年度 税 額 ８,８００  円 

減免を受けようとする事由 
及 び そ の 発 生 年 月 日 

構造上専ら身体障害者等の利用に供するため
の自動車の取得 

令和８年 ４月１０日 

特別仕様（構造変更）  

の内容  
 

◎８ナンバー以外は、自動車税は減免になりません。 

注 この申請書は、千葉県県税条例第80条第１項第3号の規定による減免を受けようとする場合に使用してください。 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記入例 構造変更車の減免申請 

 

さ 
かな 

３ 

１．３４ 

車いすの昇降装置、固定装置を装着 



規則第101号様式の15 その二（裏面） 
 
記載上の留意事項 

 
１ この申請書は、以下の減免申請の場合に使用してください。 

・構造上もっぱら身体障害者等の利用に供する自動車の取得（車検証の車体の形状が「車いす移動車」又は
「入浴車」と記載されているもの） 

 
２ 添付書類 
・自動車検査証記録事項が記載された書類又は登録事項等証明書 

 
３ 申請期限 
・納期限又は自動車の登録の日から１月以内 
（期限を過ぎて申請のあった場合は、申請のあった日の翌年度から減免となります。） 

 
 
【問い合わせ】 
千葉県自動車税事務所 
〒260-8523 千葉市中央区問屋町１－１１ 
ＴＥＬ：０４３－２４３－２７２１ 
ＦＡＸ：０４３－２４３－２５５５ 

 
 


